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会 議 録

開 催 日 時
平成２８年１０月１３日（木） 午後４時 開会

午後４時３５分 閉会

場 所 旭川市教育委員会 会議室

委 員
委員長 金丸 浩一，委員長職務代理者 中島 智子，委 員 滝山 義之

委 員 杉山 信治，教育長 小池 語朗

出 学校教育部長 田澤 清一 社会教育部長 高橋 いづみ

学校教育部次長 大河原 祐子 文化振興課長 樽井 里美

事 学校教育部次長 片岡 晃恵 社会教育課課長補佐 八木 治樹

席
説 明 員 学校教育部次長 山川 俊巳

学校教育部次長 林上 敦裕

務 学校保健課主幹 西野 明子

教育政策課課長補佐 櫛部 治彦

者

局
事 務 局

教育政策課課長補佐 佐々木 康成

職 員
教育政策課 鎌田 和宏

同 阿部 由里夏

傍 聴 者 ０人

公開・非公開の別 一部非公開

１ 開会

２ 会議録署名委員

３ 前回会議録

４ 審議事項

・議案第１号 平成２８年度旭川市文化賞受賞者について

・報告第１号 旭川市教育委員会事務局職員等の人事異動（臨時代理）

について

・報告第２号 旭川市立小中学校教職員人事の内申（臨時代理）につい

て

５ 報告事項

（１） 平成２８年度旭川市小中連携・一貫教育推進研修会報告書につ

いて
会 議 次 第

（２） 旭川市立小中学校における保健調査票等の改訂について

（３） 平成２９年旭川市成人を祝うつどいの開催について

６ その他

７ 閉会
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審 議 内 容

発 言 者 発 言 要 旨

《 開 会 》

委 員 長 ただいまから，平成２８年１０月定例教育委員会会議を開会いたします。

《会議録署名委員》

委 員 長 本日の会議録署名委員は，杉山委員，小池教育長を指名します。

《 前回会議録 》

委 員 長 会議録ですが，平成２８年８月定例教育委員会会議（平成２８年８月１７日

開催）の会議録については，既にお手元に配付されておりますが，これらの内容

について御意見はありますか。

各 委 員 ありません。

委 員 長 御意見がありませんので，平成２８年８月定例教育委員会会議の会議録

については，承認することで御異議ありませんか。

各 委 員 異議ありません。

委 員 長 「異議なし。」と認め，平成２８年８月定例教育委員会会議の会議録に

ついては，承認することといたします。

なお，平成２８年９月定例教育委員会会議（平成２８年９月７日開催）の会議

録については，現在調製中でございますので，調製後，承認するということでよ

ろしいですか。

各 委 員 異議ありません。

委 員 長 「異議なし。」と認め，平成２８年９月定例教育委員会会議の会議録については，

調製後，承認することといたします。

《 審 議 事 項 》

委 員 長 それでは，審議事項に入ります。

議案第１号「平成２８年度旭川市文化賞受賞者について」及び報告第２

号「旭川市立小中学校教職員人事の内申（臨時代理）について」ですが，

その性質上，地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する

法律（平成２６年法律第７６号）による改正前の地方教育行政の組織及び

運営に関する法律第１３条第６項ただし書の規定により秘密会といたした

いと思いますが，いかがですか。

各 委 員 異議ありません。

委 員 長 「異議なし。」と認め，議案第１号「平成２８年度旭川市文化賞受賞者

について」及び報告第２号「旭川市立小中学校教職員人事の内申（臨時代

理）について」は，秘密会とし，他の議案等の後に審議することといたし

ます。

報告第１号「旭川市教育委員会事務局職員等の人事異動（臨時代理）に

ついて」，報告願います。

片岡学校教育部次長 報告第１号「旭川市教育委員会事務局職員等の人事異動（臨時代理）に

ついて」，報告します。

平成２８年８月１６日付けから平成２８年９月２０日付けまでの旭川市

教育委員会事務局職員等の人事異動につきまして，緊急に処理する必要が



- 3 -

ありましたので，旭川市教育委員会事務委任規則第１条第２項の規定によ

り，報告第１号別紙のとおり教育長が臨時に代理し，同条第３項の規定に

より報告するものであります。

内容といたしましては，臨時的任用職員の任用によるものでございます。

内訳といたしましては，新規に任用した臨時的任用職員が１４名となって

おります。

委 員 長 報告第１号「旭川市教育委員会事務局職員等の人事異動（臨時代理）に

ついて」，御意見，御質問等はありますか。

各 委 員 ありません。

委 員 長 それでは，報告第１号「旭川市教育委員会事務局職員等の人事異動（臨

時代理）について」は，報告のとおり了承することで御異議ありませんか。

各 委 員 異議ありません。

委 員 長 「異議なし。」と認め，報告第１号「旭川市教育委員会事務局職員等の

人事異動（臨時代理）について」は，報告のとおり了承します。

《 報 告 事 項 》

委 員 長 それでは，報告事項に入ります。

報告事項（１）「平成２８年度旭川市小中連携・一貫教育推進研修会報

告書について」，報告願います。

片岡学校教育部次長 報告事項（１）「平成２８年度旭川市小中連携・一貫教育推進研修会報

告書について」，報告します。

この報告書は，８月に開催した研修会について，第１部と第２部の２冊

にまとめたものです。

まず，第１部の報告書については，当日の流れ，ガイダンスや本市の取

組状況，モデル校の取組発表，先進地取組発表，中学校区の交流などの当

日の研修資料，中学校区の交流の様子，研修会のアンケート結果という構

成になっております。

参加した教職員を対象としたアンケートについては，２５０名の参加者

の９１．６％に当たる２２９枚を回収し，その結果を取りまとめました。

その主な内容については，８８ページを御覧ください。「あなたの学校で，

小中連携は充実していると思いますか」の設問に対して，「充実している」

「どちらかといえば充実している」と「どちらかといえば充実していない」

「充実していない」と回答した割合はおよそ半分ずつの状況でした。充実

していない理由としては，小中学校間における教職員の話合いの回数が少

ない，連携する学校の取組情報が把握できていないなどの回答が多い結果

となりました。

また，８９ページでは，「あなたの学校で，９年間をつなげた教育活動

に取り組んでいると思いますか」の設問に対して，「取り組んでいる」「一

部取り組んでいる」と回答した割合は５５％であり，９年間をつなげた教

育活動への意識が高まってきている状況であると考えております。取り組

んでいない理由としては，小中学校間における教職員の連絡や調整をする

時間が確保できないという理由が多い結果となりました。

この２つの回答を更に分析してみると，同じ学校においても，回答内容

にばらつきがあり，小中学校間の距離の違いや，小・中学校の校区が一致

していないことなどにより，教職員の打合せ時間を確保することが難しい

状況であるとともに，各学校における教職員の役割や担当する学年，所管

する業務によっても，小中連携に関する意識の差があるものと考えており

ます。

続きまして，第２部の報告書については，大きく４つの項目に分かれて

おり，当日の流れ，先進地取組発表の当日研修資料，パネルディスカッシ

ョンの内容，研修会のアンケート結果という構成になっております。
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このシンポジウムでも参加者を対象としたアンケートを実施しましたが，

２３０名の参加者の５３．９％に当たる１２４枚を回収し，取りまとめま

した。その主な内容については，５３ページを御覧ください。「あなたが

考える学校・家庭・地域のそれぞれが果たすべき役割は，何だと思います

か」の設問に対して，それぞれ一番多かった回答は，学校が「学力や豊か

な心などを教育するところ」，家庭が「基本的生活習慣やしつけなどを教

育するところ」，地域が「見守ること，家庭や学校を支え連携するところ」

でした。このように，研修会を通じて，参加者が学校，家庭，地域の役割

を考える機会につなげられたと考えております。

既に，各学校には，校内研修等でも活用してもらえるように，本報告書

のデータと研修会を記録したＤＶＤの貸出しをしております。

今後は，小中連携・一貫教育検討懇談会や学校教育部内のワーキンググ

ループにおいても，この報告書を分析・検証し，小中連携・一貫教育推進

プランの作成や平成２９年度以降の事業構築に生かしていきたいと考えて

おります。

委 員 長 私も第１部に参加しましたが，小中連携・一貫教育事業が着実に進んで

いるという印象を受けました。姫路市の例と比較しても，年々現場に定着

し浸透してきているという感じがしました。事務局が焦らず着実に進めて

きた結果だと思います。今後の進展に期待したいと思います。

報告事項（１）「平成２８年度旭川市小中連携・一貫教育推進研修会報

告書について」，御意見，御質問等はありますか。

各 委 員 ありません。

委 員 長 それでは，報告事項（１）「平成２８年度旭川市小中連携・一貫教育推

進研修会報告書について」は，報告を受けたこととします。

次に，報告事項（２）「旭川市立小中学校における保健調査票等の改訂

について」，報告願います。

学校保健課主幹 報告事項（２）「旭川市立小中学校における保健調査票等の改訂につい

て」，報告します。

保健調査票は，定期健康診断の実施に当たり，事前に児童生徒の心身の

健康状態を調査するものであり，４月２８日の定例教育委員会会議で，学

校保健安全法施行規則の一部改正と国の児童生徒等の健康診断マニュアル

の改訂に対応して，従前から使用している保健調査票を大幅に見直すため，

保健調査票検討懇話会を設置して，協議を進めることを御報告いたしまし

た。

検討懇話会は，学校医２名，整形外科医１名，歯科医１名，学校長２名，

養護教諭２名の８名を構成員として５月に設置し，昨年，養護教諭から提

出された保健調査票の案を基本に，学校医等の意見を伺いながら７月と９

月の２回の会議で協議を重ねるとともに，全小・中学校にも案を提示し，

寄せられた様々な意見を踏まえて，お手元に配付した保健調査票の写しの

とおり改訂したものでございます。

主な変更点ですが，従前のＢ５版４ページからＡ４版６ページに変更し，

個人情報の保護に配慮して裏面を白紙にしました。内容については，見開

き左ページの予防接種欄に接種回数を加え，中央のページにこれまで別途

調査票を配付していたアレルギーと結核の調査を掲載しております。右の

ページに国の児童生徒等の健康診断マニュアルに準じた健康調査を掲載し

ており，その裏面に学校保健安全法施行規則の一部改正に対応した四肢に

関する調査をイラスト入りで掲載しました。中学校の保健調査票も同様と

なっております。

今後につきましては，本年１１月の校長会会議で経緯等を報告の上，在

学中の使用に耐え得る用紙に印刷して，来年１月には各学校に配付し，新

年度から新しい保健調査票による健康診断を実施してまいります。なお，

使用していく中で，気付いた点や制度改正による変更点につきましては，
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学校医や学校の意見を伺いながら，毎年度，若干の変更を行ってまいりま

す。

また，お手元に配付しているからだのきろくと児童生徒健康診断票につ

いては，懇話会の所掌事項ではありませんが，保健調査票との関わりから，

懇話会において協議し一部見直しを行いました。

からだのきろくについては，健康診断の結果を保護者にお知らせするも

のでありますが，保健調査票と同様にＢ５版からＡ４版に変更するととも

に，学校保健安全法施行規則の一部改正に対応した内容に変更しました。

また，これまで，裏面には肥満度曲線を掲載していましたが，国の児童生

徒等の健康診断マニュアルにその活用が明記された成長曲線に変更しまし

た。中学校につきましても，歯科健診の一部が詳しくなっておりますが，

ほぼ同じ内容となっております。

児童生徒健康診断票については，既に平成２８年度から使用しておりま

すが，学校保健安全法施行規則の一部改正に対応し，寄生虫卵検査欄と座

高測定欄を削除し，四肢の検査欄を追加しています。なお，保健調査票は，

新年度から全児童生徒分を改訂しますが，からだのきろくと児童生徒健康

診断票は新１年生分から順次改訂していきます。

また，健康診断における色覚検査については，平成１５年度より必須項

目から削除されおりますが，色覚の特性を知らずに就職時期に直面すると

いう実態が報告されていることから，平成２６年以降，文部科学省及び北

海道から，事前の同意を得て検査を行うことや適切な指導を行うこととい

った内容の通知が出されています。保健調査票の健康調査の眼科欄に記載

されている「色まちがいをすることがある」という項目にも関わることで

ありますが，色覚検査については，全小中学校に対して，文部科学省や北

海道からの通知を踏まえ，眼科の学校医とよく相談の上，希望者には個別

に検査を行うなど適切な対応ができる体制を整備するよう通知しているこ

とを申し添えます。

今回は近年にない大幅な見直しとなりましたが，保健調査票の活用によ

り，事前に児童生徒の心身の健康状態について調査することで，学校保健

安全法施行規則の一部改正に即した的確かつ円滑な健康診断が行われ，よ

り一層，児童生徒の適切な健康管理及び保健指導が行われるよう努めてま

いります。

委 員 長 報告事項（２）「旭川市立小中学校における保健調査票等の改訂につい

て」，御意見，御質問等はありますか。

滝 山 委 員 今までの保健調査票は，結核やアレルギーに関する項目は別途配付され

ていたのですが，今回の改訂で保健調査票を１枚にまとめ，こういった項

目についても家族の方に子どもの状態をしっかり見ていただきたいという

ものです。

整形についても追加されていますが，最近の子どもは二分化している傾

向にあります。一方は全然運動をせず，一方は逆に運動をし過ぎて，ひじ

やひざを故障している傾向にあります。四肢の運動機能の検査を全て学校

医が実施すると非常に時間が掛かりますので，事前に家族の方に調査して

もらうということです。いずれにしても，学校と家族と学校医が見やすい

ように改訂されたと思います。

中 島 委 員 保健調査票の項目に，「左右の視線がずれることがある」という表現が

ありますが，これはどのような意味なのでしょうか。

滝 山 委 員 斜視のことで，学校保健会発行の児童生徒等の健康診断マニュアルにも

掲載されている表現です。

委 員 長 他に御意見，御質問等はありますか。

各 委 員 ありません。

委 員 長 それでは，報告事項（２）「旭川市立小中学校における保健調査票等の

改訂について」は，報告を受けたこととします。



- 6 -

次に，報告事項（３）「平成２９年旭川市成人を祝うつどいの開催につ

いて」，報告願います。

社 会教育 部長 報告事項（３）「平成２９年旭川市成人を祝うつどいの開催について」，

報告します。

平成２９年旭川市成人を祝うつどいにつきましては，例年どおり，実行

委員会を組織して，つどいの企画，運営を行うこととし，市内の企業等に

推薦を依頼したところ，新成人９名の推薦をいただき，この９名で実行委

員会を構成したところであります。

以前の教育委員会会議の中で，実行委員会の構成員に偏りがあるのでは

ないかとの御指摘を受けており，今回は旭川ウェルビーイング・コンソー

シアムを通じて，市内の大学や短大，高専にも募集のポスター掲示などを

しています。そのほか学生自主組織はしっくすに対しても，推薦依頼をし

ています。また，学生がよく出入りするイオンモール旭川駅前にもポスタ

ーを掲示しました。結果として，これらを見ての対象者の応募はありませ

んでしたが，今後自分が対象年齢になったときには実行委員会に参加した

いとの電話がありましたことから，今後もこれらの取組を引き続き行いた

いと考えております。

第１回目の会議は９月に開催いたしましたが，その中では，実行委員長

などの役員や，各委員の役割を決定したほか，事業計画についても協議し，

「平成２９年旭川市成人を祝うつどい」事業計画概要を決定したところで

あります。

開催日時につきましては，成人の日に当たる１月９日（月）に午前と午

後の２部に分けて，午前は１１時，午後は２時から，場所は旭川市民文化

会館大ホールで行う予定でございます。また，主催については，実行委員

会，旭川市，旭川市教育委員会の３者によることとなっております。

当日の次第でありますが，昨年同様，開会，オープニング，実行委員長

の挨拶の後，旭川市長のお祝いの言葉，来賓・主催者の紹介，２０歳のメ

ッセージと続き，アトラクションとしてステージイベントを行い，閉会と

なる予定でございます。また，エントランス等では各種催事を計画してお

ります。なお，これらの具体的な内容につきましては，今後，実行委員会

で検討していくこととしております。

委 員 長 報告事項（３）「平成２９年旭川市成人を祝うつどいの開催について」，

御意見，御質問等はありますか。

各 委 員 ありません。

委 員 長 それでは，報告事項（３）「平成２９年旭川市成人を祝うつどいの開催

について」は，報告を受けたこととします。

《 そ の 他 》

委 員 長 他に，何かありますか。

各 委 員 ありません。

事 務 局 職 員 ありません。

《 秘 密 会 》

委 員 長 ここからは，秘密会といたします。

【以下，非公開】


